
２８  社会福祉法人等の指導援助 

 〔現況及び施策の方向〕 社会福祉法人に対してその適正な運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保及び社会福祉施設（事業）の適正な運営の確保を図るため，運営指導及び指導監査の充実を図る。 社会福祉法人が社会福祉施設を整備する場合に，法人の健全な運営を図るため，利子償還に要する経費を助成する。 
 〔事業の内容〕 １ 社会福祉法人等の運営指導（予算額  11,367 千円） 社会福祉法人は，地域における社会福祉事業の主たる担い手として，高い公共性を有する団体であることから，その事業が確実，効率的かつ適正に実施されるよう，経営基盤の強化及び提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性を確保するため，運営指導及び指導監査の充実・強化を図る。 なお，会計経理及び労務管理に係る監査について，専門的知識を持つ公認会計士及び社会保険労務士を非常勤特別職に任命し，実地に指導監査を実施することにより，指導水準の向上を図る。 また，社会福祉法人による社会福祉を目的とする地域貢献事業を推進するため，広島県社会福祉施設経営者協議会に経費の一部を助成する。（平成 23年度創設） 
 第 1表  指導監査（実地）の実施状況 （単位  所，％） 区     分 法          人 施           設 対 象 数 実 施 数 実 施 率 対 象 数 実 施 数 実 施 率 平成 24 年度 144 73 50.7 205 120 58.5 平成 23 年度 146 41 28.1 198 83 41.9 平成 22 年度 146 91 62.3 211 89 42.2 
 ２ 民間社会福祉施設の整備（予算額  5,229 千円） 独立行政法人福祉医療機構資金借入償還利子の助成 社会福祉法人が，社会福祉施設を整備するための事業資金として，独立行政法人福祉医療機構から借り入れた資金に係る償還利子の 4分の 3以内の額（ただし，平成 11年度以降実施事業については，借入利率 1.15％を超える部分に相当する額以内の額）を助成し，法人の健全な施設経営を図る。（昭和 36 年度創設） 

 第 2 表  利  子  補  助  の  状  況 （単位  法人，千円） 区       分 補助対象法人数 借 入 金 総 額        償 還 利 子 額        補 助 額        平成 25 年度（予定） 42 3,690,400 18,157 5,229 平成 24 年度 46 4,086,400 23,039 6,871 平成 23 年度 50 4,359,800 29,691 9,233 （新規採択は，平成 15 年度事業実施分で終了した。）                                     〔負担割合    県 3／4〕  ３ 民間社会福祉施設運営基盤の充実（予算額  664,180 千円） （1） 民間社会福祉施設職員等退職手当共済事業の助成 社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和 36年法律第 155 号）に基づき，独立行政法人福祉医療機構が実施している退職手当共済事業について必要経費の 3分の 1を助成する。（昭和 36 年度創設） 



第 3表  独立行政法人福祉医療機構に対する補助の状況 （単位  所，人，円，千円） 区       分 加入施設数 加入職員数 １人当たりの補助単価 補  助  額 平成 24 年度      1,305 14,939 37,970     567，234 平成 23 年度      1,250 14,854 29,470     437，748 平成 22 年度      1,206    14,827       38,520     571,136 （注）広島市及び福山市を含む。                                 〔負担割合  国 1／3，県 1／3，共済契約者 1／3〕  （2） 広島県社会福祉施設等耐震化等整備基金 火災発生や地震発生時に自力で避難することが困難な方々が多く入所する社会福祉施設等の安全・安心を確保するため，国から交付された社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金を原資とし，平成２１年度に「社会福祉施設等耐震化等整備基金」を設置し，平成 25 年度までに（25 年度までに事業開始の場合は，事業終了年限まで）社会福祉施設等の耐震化及びスプリンクラーの整備等に対し助成する。（平成 21 年度創設）  ア 基金積立額 2,193,703,000 円   平成 21年度積立 1,795,000,000 円 (利息積立を除く)           平成 23 年度積立   89,596,000 円 平成 24 年度積立    309,107,000 円 イ 事業概要 (ア)耐震化整備事業     区  分 整 備 内 容 改 築 既存の施設の現在定員の増員を行わない改築整備（一部改築を含む。） 増 改 築 現在定員の増員を伴う耐震化改築整備  大 規 模 修 繕 既存施設の耐震補強のために必要な補強改修工事や当該工事と併せて付帯設備の改造等を行う次の整備 ・給排水設備，電気設備，ガス設備，冷暖房設備，消防用設備等付帯設備の改造工事 ・その他必要と認められる上記に準ずる工事 老 朽 民 間 社 会 福 祉 施 設 整 備 社会福祉法人が設置する施設について平成 17年 10 月 5 日社援発第 1005005 号厚生労働省社会・援護局長通知「老朽民間社会福祉施設の整備について」及び平成20年 6月 12日雇児発第612001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「老朽民間社会福祉施設の整備について」を準用した改築整備（一部改築を含む。）    対 象 施 設 対象整備区分 保護施設 改築・増改築・大規模修繕・老朽民間社会福祉施設整備  救護施設，更生施設 児童関係施設 
 助産施設，乳児院，母子生活支援施設，児童養護施設，情緒障害児短期治療施設，児童自立支援施設，児童相談所一時保護施設，婦人保護施設，婦人相談所一時保護施設   対 象 施 設 対象整備区分 障害者関係施設  

 障害者支援施設，障害児入所施設 改築・大規模修繕・老朽民間社会福祉施設整備 (イ)スプリンクラー整備事業    対  象  施  設 補助基準 延べ面積1,000㎡未満の施設及び延べ面積1,000㎡以上の平屋建の施設 ○延べ面積1,000㎡未満の施設   １㎡あたり18,000円以内 ○延べ面積1,000㎡以上の 平屋建の施設   １㎡あたり34,000円以内  救護施設，障害者支援施設，短期入所事業所，障害児入所施設，乳児院 障害者自立支援法に定める「「障害程度区分」４以上の者等が利用する施設 
 共同生活介護事業所（ケアホーム），共同生活援助事業所（グループホーム），福祉ホーム  (ウ)財源及び負担割合       基金１／２，県１／４，事業者１／４ （政令市・中核市所管施設の整備の場合 基金 ２０／４０，県 ９／４０，市１／４０，事業者１０／４０） （公立施設の整備の場合  基金 ２０／４０，県 ９／４０ 市町（設置者）１１／４０） 


